
 
 
 

第 10 回茨城県少子化対策審議会次第 
 
 
                       日 時：令和２年２月１３日（木） 
                           午前１０時００分～１２時００分 
                       場 所：茨城県庁５階 庁議室 
                            

 １ 開  会 
 
 

 ２ 挨  拶 
 
 
３ 議  事 

 
 （１）茨城県次世代育成プラン原案について 
  

 （２）第３回新計画策定部会の結果について 

 

 （３）その他 

 

 

 ４ 答  申 

 
 
５ 閉  会 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

１ 

結婚・出産の希望がか

なう社会づくり 

２ 

安心して子どもを育

てられる社会づくり 

(1)小児・周産期医療体制の充実 
(2)子育て家庭への経済的負担の軽減 
(3)地域の子育て支援の充実 
(4)安心して子育てができる住宅・住環境の整備 
(5)幼児期の学校教育・保育サービスの充実 

(6)放課後の児童の安心・安全な居場所づくり 

３ 

多様な働き方の実現 

(1)自分らしく働くワーク･ライフ･バランスの実現  

(2)女性が輝く環境づくり 

(3)県庁における働き方改革の推進 

４ 

待機児童ゼロへの挑

戦 

(1)保育所等の整備と小規模保育事業や家庭的保育事業の促進 
(2)多様な保育ニーズへの対応 
(3)幼児教育・保育人材の質の向上 
(4)保育士・幼稚園教諭等の負担軽減 
(5)幼児教育・保育人材の確保 

５ 

児童虐待対策の推進 

(1)相談体制の充実及び児童相談所の体制強化 

(2)児童虐待の早期発見と未然防止 

(3)児童虐待事案等の被害防止，拡大防止 

７ 

困難を抱える子ども

への支援 

(1)子どもの貧困対策の推進 

(2)学習支援事業の実施促進 

主要指標 現状値 目標値 

６ 

誰もが教育を受ける

ことができる社会づ

くり 

(1)教育機会の確保 
(2)奨学金貸与制度の充実や，家庭の教育費負担の軽減 
(3)就学前教育・家庭教育の推進 
(4)特別支援教育等の充実 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①妊娠・出産について満足している者の割合 85.3%（H30 年度） 91.5％（R６年度） 

②県の結婚支援事業による成婚数（経年累計） 2,150 組（R元年度） 2,900 組（R６年度） 

   

③放課後児童クラブの実施箇所数 1,020 箇所（R元年度） 
1,159 箇所（R６年度） 

（暫定値） 

   

④県内中小企業における年次有給休暇取得率 52.68％（H29 年度） 62.5％（R６年度） 

⑤県内企業の 1ヶ月あたり所定外労働時間数 12.7 時間（H30 年度） 8.4 時間（R６年度） 

   

⑥待機児童数（4.1 現在） 345 人(H31.4.1) ０人（R３年度） 

   

⑦ペアレント・トレーニング開催市町村数 14 市町村（R元年度） 44 市町村（R４年度） 

   

⑧訪問型家庭教育支援に取り組む市町村数 17 市町村（R元年度） 27 市町村（R６年度） 

   

⑨母子家庭等就業・自立支援センターの職業紹介によ

る就職件数 
21 件（H30 年度） 40 件（R６年度） 

   

◆ 茨城県次世代育成プラン 施策体系（案） ◆ 

施 策 主な取組 

(1)未婚の男女が出会うことのできる機会の提供 

(2)安心して子どもを産み育てることのできる相談体制の整備 

(3)不妊治療の経済的負担の軽減 

資料１－１ 



 
 

１ 

結婚・出産の希望がか

なう社会づくり 

２ 

安心して子どもを育

てられる社会づくり 

(1)小児・周産期医療体制の充実 
(2)子育て家庭への経済的負担の軽減 
(3)地域の子育て支援の充実 
(4)安心して子育てができる住宅・住環境の整備 
(5)幼児期の学校教育・保育サービスの充実 
(6)放課後の児童の安心・安全な居場所づくり 

３ 

多様な働き方の実現 

(1)自分らしく働くワーク･ライフ･バランスの実現  

(2)女性が輝く環境づくり 

(3)県庁における働き方改革の推進 

４ 

待機児童ゼロへの挑

戦 

(1)保育所等の整備と小規模保育事業や家庭的保育事業の促進 
(2)多様な保育ニーズへの対応 
(3)幼児教育・保育人材の質の向上 
(4)保育士・幼稚園教諭等の負担軽減 
(5)幼児教育・保育人材の確保 

５ 

児童虐待対策の推進 

(1)相談体制の充実及び児童相談所の体制強化 

(2)児童虐待の早期発見と未然防止 

(3)児童虐待事案等の被害防止，拡大防止 

７ 

困難を抱える子ども

への支援 

(1)子どもの貧困対策の推進 

(2)学習支援事業の実施促進 

(1)出会いの場の創出【１(1)②】 
(2)結婚や子育てに対する前向きな機運の醸成【１(1)③】 
(3)若者の安定した雇用に向けた就職支援・待遇改善【１(1)④】 
(4)若い世代のライフプランの形成促進【１（１）①】 
(5)不妊治療への支援の拡充，不妊治療と仕事の両立支援【１(3)①②】 
(6)妊娠･出産･子育て期にわたる切れ目のない支援の実施【１(2)①】 

(1)周産期・小児医療体制の充実【２(1)①②】 
(2)医療費，教育費などの経済的負担の軽減【２(2)①】 
(3)地域の子育て支援（地域子育て支援拠点･ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰなど）の充実 【２(3)①②】 
(4)子どもの安全確保【２(4)①】 
(5)社会全体で子育てを応援する機運の醸成【２(2)③】 
(6)放課後の児童の安全・安心な居場所づくり【２(6)①②】 
(7)多子世帯に対する支援の充実【２(2)②】 
(8)ひとり親家庭への支援【２(3)③】 

(1)企業が多様な働き方を実現するための支援【３(1)①②】 
(2)女性のキャリア形成，復職・再就職支援の充実【３(2)②③】 
(3)男性の家事・育児参画の促進【３(2)①】 
(4)県庁における働き方改革の推進【３(3)①②】 

(1)待機児童の解消に向けた取組の推進【４(1)】 
(2)幼児教育・保育・地域における子育て支援サービスの充実【４(2)】 
(3)幼児教育・保育の質の向上【４(3)】 
(4)地域の子育て支援（地域子育て支援拠点･ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰなど）の充実【再掲】【削除】

(1)発生予防，早期発見及び早期対応【５(2)①】 
(2)子どもや保護者に対する援助・支援【５(2)②】 
(3)社会的養育の推進【５(3)】 
(4)市町村及び関係機関との連携及び支援【５(3)①】 
(5)児童相談所の体制強化等【５(1)①②】 

(1)幼児教育・保育の無償化等による負担軽減【６(1)①】 
(2)就学補助，奨学金制度等の充実による負担軽減【６(1)②,(2)①】 
(3)就学前教育・家庭教育の推進【６(3)】 
(4)個別の配慮が必要な子どもの早期発見・早期支援【６(4)①】 
(5)特別支援教育等の充実【６(4)②】 

(1)教育の支援【７(1)教育の支援】 
(2)生活の安定に資するための支援【７(1)生活支援】 
(3)保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援【７(1)就労支援】
(4)経済的支援【７(1)経済的支援】 
(5)各種支援の普及推進と社会理解の促進【７(1)各種支援の普及推進と社会理解の促進】 

(1)里親等委託の推進について【５(3)②】 
(2)施設の小規模かつ地域分散化，高機能化及び多機能化・機能転換【５(3)③】 
(3)子どもの権利擁護【５(3)④】 
(4)市町村の相談支援体制等の整備に向けた支援【５(3)⑤】 
(5)特別養子縁組等の推進【５(3)⑥】 
(6)一時保護機能の充実強化【５(3)⑦】 
(7)施設退所者等に対する自立支援の充実【５(3)⑧】 

６ 

誰もが教育をうける

ことができる社会づ

くり 

 

(1)教育機会の確保 
(2)奨学金貸与制度の充実や，家庭の教育費負担の軽減 
(3)就学前教育・家庭教育の推進 
(4)特別支援教育等の充実 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 茨城県次世代育成プラン 施策体系 新旧比較表 ◆ 

施 策 主な取組（大項目） 

(1)未婚の男女が出会うことのできる機会の提供 

(2)安心して子どもを産み育てることのできる相談体制の整備 

(3)不妊治療の経済的負担の軽減 

主な取組（パブリックコメント開始時） 

(1)①若い世代のライフプランの形成促進 
(1)②出会いの場の創出 
(1)③結婚や子育てに対する前向きな機運の醸成 
(1)④若者の安定した雇用に向けた就職支援・待遇改善 
(2)①妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目のない支援の実施 
(3)①不妊治療費の助成 
(3)②相談体制の整備 

(1)①周産期医療体制の充実 
(1)②小児医療提供体制の充実 
(2)①医療費・教育費の負担軽減 
(2)②多子世帯支援の充実 
(2)③いばらき子育て家庭優待制度の推進  
(3)①子育て家庭の孤立防止 
(3)②地域の子育て支援の輪づくり 
(3)③ひとり親家庭への支援 
(4)①子どもの安全確保 
(5)（大項目のみ） 
(6)①待機児童の解消と放課後子供教室との連携促進 
(6)②放課後児童クラブの質の向上 

(1)①企業が多様な働き方を実現するための支援 
(1)②働き方改革に対する意識の醸成 
(2)①希望に応じた労働環境づくりと男性の家事・育児参画の促進  
(2)②キャリア形成の支援 
(2)③起業や就職・再就職支援  
(3)①ICT 環境の充実 
(3)②多様で柔軟な働き方の推進 
 

(1)(2)(3)(4)（大項目のみ） 

(1)①相談体制の充実 
(1)②児童相談所の体制強化 
(2)①発生予防，早期発見及び早期対応 
(2)②子どもや保護者に対する援助・支援 
(3)①市町村及び関係機関との連携及び支援 
(3)②里親等委託の推進 
(3)③施設の小規模かつ地域分散化,高機能化及び多機能化･機能転換
(3)④子どもの権利擁護 
(3)⑤市町村の相談支援体制等の整備に向けた支援 
(3)⑥特別養子縁組等の推進 
(3)⑦一時保護機能の充実強化 
(3)⑧施設退所者等に対する自立支援の充実 

(1)①幼児教育・保育の無償化等による負担軽減 
(1)②就学補助等による負担軽減 
(2)①奨学金制度の充実 
(3)（大項目のみ） 
(4)①個別の配慮が必要な子どもの早期発見・早期支援 
(4)②特別支援教育等の充実 

(1)教育の支援①～④ 
(1)生活支援①～③ 
(1)就労支援①～④ 
(1)経済的支援①～⑤ 
(1)各種支援と普及推進と社会理解の促進①～③ 
(2)（大項目のみ） 

主な取組（小項目） 資料１－２ 
































































